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生活保護法における介護扶助について

高知県子ども・福祉政策部 福祉指導課生活保護担当

１ 生活保護制度

日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づいて、国が生活に困窮する全ての国民に

対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を

保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度。

２ 介護扶助

生活保護の種類（生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業及び葬祭の扶助）の

一つ。

困窮のため最低限度の生活を維持することができない要介護者及び要支援者に対

して、介護保険の給付対象と同範囲のものを原則施設及び事業所に対して現物給付に

よって行う。

①介護保険の被保険者

（65 歳以上の方及び 40歳以上 65 歳未満の医療保険加入者。）⇒介護保険からの給

付が優先し、介護報酬の１割である自己負担分が介護扶助として生活保護から扶助

される。

②介護保険の被保険者以外の者

(40 歳以上 65歳未満で医療保険未加入者。被保険者番号が「Ｈ」から始まる番号

の方。)⇒介護報酬の 10 割全額が介護扶助として生活保護から扶助される。

３ 介護扶助の申請

（１）介護保険の被保険者の場合

①新規保護申請

※要支援・要介護状態となると同時に生活保護法による保護申請を行う場合や、

既に介護サービスを受けている方が生活保護法による保護申請を行う場合

②保護変更申請

※生活保護受給中の方が新たに要支援・要介護状態となり介護扶助の申請を行う

場合

［必要書類］

・生活保護法による保護申請書 ＜②の場合は、保護変更申請書＞

・要介護認定結果通知書(写)

・介護保険被保険者証(写)

・居宅介護支援計画等(写) ＜居宅介護の場合に必要。施設の場合は不要＞
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福祉事務所へのケアプランの提出については、あらかじめ本人の守秘義務解除確

認のため同意書が必要となり、同意書は福祉事務所あてと居宅事業者あての２種類

を申請者から提出を受けた後、各々で保管する。

（２）介護保険の被保険者以外の者の場合

申請時における必要書類は、保護(変更)申請書のみ。

ただし、居宅介護支援計画等(写)(申請者が居宅介護等を申請する場合に限る。)

については、申請要件としての添付は不要であるが、介護扶助の決定に際して必要

となる。

４ 障害者総合支援法等他法他施策の活用

生活保護法では、他の法律や他の施策を優先的に活用することが原則となっている。

（１）介護保険の被保険者

先に介護保険を活用し、利用者負担の１割分を生活保護の介護扶助で賄う。

（２）介護保険の被保険者以外の者の場合

障害者施策を優先的に活用し、不足する分を介護扶助で賄う。

障害者手帳を所持している場合、又は、自立支援医療や難病の受給者証を所持し

ている場合なども、障害者総合支援法による給付の対象となる可能性があるため、

ヘルパー、デイサービス、福祉用具の利用等、障害サービスが活用できているか、

介護扶助との優先順位が正しいか確認が必要。

５ 介護券

生活保護受給者の介護扶助費を国民健康保険団体連合会（国保連）へ請求する際に

は、福祉事務所の介護扶助決定のための申請に基づき発行された介護券が必要。

※交付された介護券の内容を確認し、受給者番号等必要事項を正しく転記すること。

福祉事務所での介護券の保管期間はおおむね１年。

（１）介護扶助を受給中に、介護認定、事業所の増減があった場合

福祉事務所の介護扶助決定を要するため、介護保険被保険者証、居宅介護支援計

画を添付のうえ、申請書を福祉事務所に提出する。

（２）入院のためサービス提供がなかった等により介護券が不要となった場合

介護券は、福祉事務所で保管する必要があるので、速やかに返却すること。

（３）既に国保連に請求した、介護保険の被保険者以外の者に関するレセプトについて

過誤があった場合

福祉事務所に連絡のうえ、福祉事務所から国保連への報告を依頼し、取り下げ願

い等の様式の送付を受ける。
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６ 本人支払額

生活保護受給者については、年金等の収入に応じて、介護扶助費の一部を本人負担

とする場合がある。福祉事務所から発行された介護券に本人支払額がある場合は、そ

の額を本人から徴収する。（本人支払額の決定・変更等については、別途通知書を送る

場合がある。）

本人支払額の上限は 15,000円。施設入所者については、これに食費を加えた額。

７ 生活保護法による介護機関の指定

（１）介護保険法による指定又は許可があったときは、その介護機関は、その指定又は

許可の時に生活保護法による指定を受けたものとみなされる。

※当該介護機関が、生活保護法による指定が不要の旨申し出をした場合を除く。

※平成 26 年 7月以降に介護保険法による指定又は許可があった場合に限る。

※平成 26年 6 月以前に開設し、生活保護法の指定を受けていない介護機関が生

活保護を受給している方に介護サービスを提供する場合、福祉指導課への指定

の申請が必要。

（２）届出事項に変更があった時は、変更があった事項及びその年月日を記載した届書

(指定様式)を提出する必要がある。

※事業所の名称や所在地、開設者又は管理者の住所、氏名、生年月日など

※令和８年４月１日より、介護保険法の届出が生活保護法の届出とみなされるた

め、福祉指導課への届書（指定様式）提出は不要となる。

（３）事業を廃止、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日を記載した届

書(指定様式)を提出する必要がある。

※令和８年４月１日より、介護保険法の届出が生活保護法の届出とみなされるた

め、福祉指導課への届書（指定様式）提出は不要となる。

（４）提出先〒780－8570 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

高知県子ども・福祉政策部福祉指導課

※指定様式は、福祉指導課のＨＰ内の「指定様式（介護機関）」を参照
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【参考】
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